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１  受 理 番 号 請願第25号 

２  受 付 年 月 日 令和６年８月15日 

３  請願者の住所 

及び氏名  

伊賀市上友生785番地  

伊賀市ＰＴＡ連合会  

会長 内田 真 外２名 

４  請 願 の 件 名 義務教育費国庫負担制度の充実を求めることについて 

５  請 願 の 要 旨 
義務教育費国庫負担制度は、憲法の要請にもとづく義務教育の根

幹である「無償制」「教育の機会均等」を保障し、「教育水準の維
持向上」をはかるため、国が責任をもって必要な財源を措置すると
の趣旨で確立された制度です。教育の全国水準と機会均等を確保す
る義務教育の基盤をつくるためには、教職員の確保、適正配置、資
質向上および教育環境整備等諸条件の水準を保障すべきであり、そ
のために必要な財源を安定的に確保することが不可欠です。 
かつては対象であった教材費等は、1985年に対象外とされ、現在

も地方財政措置による一般財源としての措置となっています。義務
教育の水準が各自治体の財政力に左右されることなく安定的に確
保されるためには、一般財源ではなく、国庫負担金による財源確保
の対象の拡大、さらにはその増額がきわめて重要と考えるところで
す。 
教育の現場では、急速にＩＣＴ化がすすめられ、一人１台端末の

整備がおこなわれました。この間、その整備状況における自治体間
格差を埋めるための国によるさまざまな予算措置により、一定の成
果が見られる一方で、統合型校務支援システムの整備状況において
は、依然として大きな格差がある状況も残されています。また、2024
年度４月に公表された文科省の調査資料では、学校ネットワークの
通信回線の帯域確保の状況に地域間格差があり、改善の必要性が示
されています。子どもたちの学びの格差につながらないよう、これ
らの環境整備についても一般財源ではなく国庫負担による財源の
確保がなされるべきです。 
また、2021年８月改正の学校教育法施行規則に新たに定められた

情報通信技術支援員、特別支援教育支援員、教員業務支援員、ある
いは学校図書館法に定められている学校司書についても地財措置
はあるものの各自治体の一般財源となる措置であり、結果的に自治
体間格差が生じ、教育水準と機会の均等が図られているとは言えな
い状況となっています。 
未来を担う子どもたちの「豊かな学び」を保障することは、社会

の基盤づくりにとって極めて重要なことです。義務教育について
は、国が責任を果たすとの理念にたち、教育に地域間格差が生じな
いよう、必要な財源を確保する義務教育費国庫負担制度の存続はも
とより、措置の対象の拡充をふくめた制度の更なる充実が求められ
ます。 
 以上のような理由から、義務教育費国庫負担制度が充実され、国
の責務として必要な財源が確保されるよう採択いただき、国の関係
機関に意見書を提出いただくようお願い申し上げます。 
 
 
 

６  紹 介 議 員 
北山太加視、西田  方計、福岡  正康、宮﨑  栄樹  

山下  典子、上田  宗久、中岡  久徳  

７  付 託 委 員 会 教育民生常任委員会 



１  受 理 番 号 請願第26号 

２  受 付 年 月 日 令和６年８月15日 

３  請願者の住所 

及び氏名  

伊賀市上友生785番地  

伊賀市ＰＴＡ連合会  

会長 内田 真 外２名 

４  請 願 の 件 名 
教職員の欠員を速やかに解消する施策の実行および教職員定数改

善計画の策定・実施と教育予算拡充を求めることについて 

５  請 願 の 要 旨 
 2021年４月、国の学級編制の標準が40年ぶりに改善され、小学校
35人学級が段階的に実現することとなりましたが、依然として、わ
たしたちが求めつづけている学校現場の人的配置の充実の声は反
映されていません。2024年度の教職員定数については、小学校高学
年における教科担任制の強化、定年引上げにともなう特例定員によ
る定数増はあったものの、教職員の自然減を大きく上まわるもので
はありません。また、在籍する児童生徒が増加傾向にある特別支援
学級、特別支援学校の学級編成基準、中学校・高等学校の教職員定
数改善についても道筋が示されていません。 
そのようななか、全国的に「教員不足」、「教職員未配置」の問

題が深刻化しています。三重県においても、2023年度以降、４月当
初から欠員が生じており、その状況は学期を追うごとに深刻化する
傾向にあります。 
当然、満たされるべき定数の教職員が学校現場に配置されていな

い現状は極めて深刻であり子どもたちの教育にも直接影響をおよ
ぼす課題であり、教育現場の多忙化をさらに深刻化させるもので
す。教職員が心身ともにゆとりをもって子どもたちとむきあい、
日々の教育活動を創り出していくことは、子どもたちの「豊かな学
び」の保障につながる基盤となるものです。子どもたちが安全・安
心に学べる学校としていくためにも、教職員の欠員や不補充を速や
かに解消する施策の実行およびすべての校種における新たな教職
員定数改善計画の策定と実施が強く望まれます。 
一方、日本の教育費の公財政支出はOECD加盟諸国の平均の約70％

程度と大きく下回っており、結果として私費負担の割合が高くなっ
ています。物価等の生活費の高騰による保護者の負担増など、家計
の厳しい状況がつづくなか、教育費の公財政支出を充実させ、保護
者負担の軽減を図ることは喫緊の課題です。 
教育予算を拡充し、教育条件整備をすすめていくことが、山積す

る教育課題の解決へとつながり、そして、子どもたち一人ひとりの
「豊かな学び」を保障することになると考えます。 
以上のような理由から、子どもたちの「豊かな学び」の保障にむ

け、教職員の欠員や不補充を速やかに解消する施策の実行および教
職員定数改善計画の策定・実施と教育予算の拡充をおこなうよう採
択いただき、国の関係機関に意見書を提出いただくようお願い申し
上げます。 

６  紹 介 議 員 
北山太加視、西田  方計、福岡  正康、宮﨑  栄樹  

山下  典子、上田  宗久、中岡  久徳  

７  付 託 委 員 会 教育民生常任委員会 



１  受 理 番 号 請願第27号 

２  受 付 年 月 日 令和６年８月15日 

３  請願者の住所 

及び氏名  

伊賀市上友生785番地  

伊賀市ＰＴＡ連合会  

会長 内田 真 外２名 

４  請 願 の 件 名 
子どもをめぐる貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡

充を求めることについて 

５  請 願 の 要 旨 
 厚生労働省の「国民生活基礎調査（2022）」によると、「子ども
の貧困率」は11.5％、およそ子ども９人に1人の割合で貧困状態に
あるとされています。また、大人が１人の世帯の相対的貧困率は
44.5％と極めて高く、大人が２人以上いる世帯の相対的貧困率
（8.6％）を大きく上回っています。そのようななか、円安等を要
因とする物価高、そのことによる実質賃金の低下がつづき、子ども
たちにとって厳しい経済状況となっています。 

2024年度が最終年度となる「第二期三重県子どもの貧困対策計
画」の基本理念には、「生まれ育った家庭の経済状況にかかわらず、
三重の子どもが、必要に応じた教育支援、生活支援、親への就労支
援等によって、夢と希望を持って健やかに成長できる環境整備が図
られている状況をめざす」と示されています。今後、この計画は、
「こども大綱」を勘案して三重県が作成する「こども計画」に引き
つがれることとなります。貧困の連鎖を断ちきるための教育に関わ
る公的な支援はきわめて重要であり、支援を必要とする子どもたち
や家庭に対して、相談体制を今以上に充実させるとりくみを含め、
就学・修学保障制度のさらなる拡充が必要と考えます。 
 高等学校等就学支援金制度においては、標準的な修業年度を超過
した場合、就学支援金の対象外となることや、履修単位数によって
授業料を定めている場合に支給上限が設定されていることなど改
善すべき課題があります。また、高校生就学給付金制度における第
一子と第二子以降に対する給付額の差の解消や専攻科生徒への修
学支援制度における国庫負担の割合の引上げについて国の責任に
おいてさらにすすめていくことが求められます。 
また、今後すすめられる予定となっている児童手当の充実等の子

ども関連施策についても、確実な実施とさらなる充実、国による十
分な財源確保が求められます。 
以上のような理由から、すべての子どもたちの学ぶ機会を保障す

るため、子どもをめぐる貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる
制度が拡充するよう採択いただき、国の関係機関に意見書を提出い
ただくようお願い申し上げます。 

６  紹 介 議 員 
北山太加視、西田  方計、福岡  正康、宮﨑  栄樹  

山下  典子、上田  宗久、中岡  久徳  

７  付 託 委 員 会 教育民生常任委員会 



１  受 理 番 号 請願第28号 

２  受 付 年 月 日 令和６年８月15日 

３  請願者の住所 

及び氏名  

伊賀市上友生785番地  

伊賀市ＰＴＡ連合会  

会長 内田 真 外２名 

４  請 願 の 件 名 防災対策の充実を求めることについて 

５  請 願 の 要 旨 
 2024年１月１日の能登半島地震では、建物の倒壊や津波等によ
り、多くの死傷者が出ました。「三重県災害時学校支援チーム」が
派遣された輪島市では、養護教諭による子どもたちの心のサポート
や事務職員としての知識や技術を活用した支援活動なども大きな
成果としてあげられています。今回の支援活動をつうじてえられた
経験や知見をいかし、学校支援のあり方を考えていかなければなり
ません。 
近年、豪雨等による水害や土砂災害の頻発化・激甚化により、校

舎や屋内運動場等への浸水等の被害が多発しています。2022年度の
三重県内の土砂災害（土石流・地すべり・がけ崩れ）発生件数は13
件でしたが、土石流やがけ崩れ等の土砂災害は毎年起こっていま
す。県内で甚大な被害が予想される南海トラフ地震をはじめとした
大規模地震やそれにともなう土砂災害や津波等、わたしたちの命を
脅かす災害等はいつ発生してもおかしくありません。 

2022年12月現在、三重県においては、公立小中学校の全体の
25.1％にあたる124校の小中学校が、県の公表する津波浸水想定区
域内に立地し、うち108校は避難所に指定されています。時間的に
余裕をもって避難できる高台が周辺になく、津波に対する安全性が
確保されない学校については、高台移転や高層化などの対策が求め
られています。国による津波対策のための不適格改築事業について
は、2015年に制度の拡充がなされたものの、補助要件である「津波
防災地域づくりに関する法律」に基づく「津波防災推進計画」の策
定は全国的にもすすんでおらず、支援制度の活用がむずかしい状況
です。補助要件の緩和、補助対象の拡大等支援制度のさらなる拡充
を求めます。 
災害は、いつどこで発生するかわかりません。避難所の運営に関

しては、それぞれの自治体が施設やスペース、資材、人材を十分に
確保するためにも、国からの財政的支援の充実が不可欠です。性や
プライバシーに関する課題への対応、外国人、介助・介護が必要な
高齢者、障がい者、女性、乳幼児への配慮など、まだまだ改善すべ
き課題は山積しています。国の責任において、安心して被災者が避
難できるように備えるべきです。過去の災害に学び、最善の備えを
整えていくという考えのもと、防災に関わる施策がさらに充実され
ることを強く望むところです。 
以上のような理由から、子どもたちの安心・安全を確保するため、

巨大地震等の災害を想定した防災対策の充実をはかるよう採択い
ただき、国の関係機関に意見書を提出いただくようお願い申し上げ
ます。 

６  紹 介 議 員 
北山太加視、西田  方計、福岡  正康、宮﨑  栄樹  

山下  典子、上田  宗久、中岡  久徳  

７  付 託 委 員 会 教育民生常任委員会 

 



１  受 理 番 号 請願第29号 

２  受 付 年 月 日 令和６年８月23日 

３  請願者の住所 

及び氏名  

伊賀市猿野1337番地  

阿波地域住民自治協議会  

会長 橋本 隆 外７名 

４  請 願 の 件 名 大山田東グラウンド及び体育館の指定管理の終期延長について 

５  請 願 の 要 旨 
１、大山田東グラウンド及び体育館（以下併せて「当該施設」とい
う。）は、伊賀市スポーツ施設ストック適正化計画におけるスポー
ツ施設見直しに関する方針において、今年度中に行われるとされる
行政財産廃止後に、民間譲渡される計画であること。 
２、当該施設は、阿波地域住民自治協議会（以下「私たち」という。）
が、スポーツ催行、住民集会や研修・講習、演芸娯楽会、など健康
的で文化的な地域活動に、唯一無二の施設としてこれまでから常設
に使用していること。 
３、当該施設は、大規模災害時における拠点避難所として指定され
ていること、グラウンドは随時のヘリポートとして位置づけて整備
されていること、体育館には災害時通信網の端末が付加されている
こと、市の防災倉庫が併設されていること、などから私たちの安全
安心の拠り所となっていること。 
４、当該施設は、大規模災害時に国道や県道が寸断し、私たちが自
ら対応を余儀なくされたときは、地域内唯一の拠点となるとの認識
から、拠点避難施設として長年にわたり自主的な参集訓練、避難所
運営訓練などを実施していること。 
５、当該施設は、万が一の時に派遣される市職員と協力して、私た
ちは避難所設営や運営に参画できると思慮すること。また、行政の
支援を受けづらい災害初期の孤立期間にあっては、当該施設を活用
して、私たちは自らの身を守る行動が取れると確信していること。 
６、当該施設を、仮に私たちが譲渡受けしたとしても、通年の維持
管理や特に今後に見込まれる大規模修繕を賄う体力（資金負担力）
を備えていないこと。 
７、当該施設を仮に民間団体が取得したとしても、非常時の緊急避
難所の設置や運営、また、平時の健康的で文化的な活動拠点として
の責務〔義務〕が保証されないこと。 
８、当該施設には、その立地の歴史的経緯から私たちの活動記録〔明
治以降の遺構や遺物〕が付帯しており、仮に民間団体が取得して撤
去を求められた場合に、他所への移設や他所での保管展示等には多
大の困難を伴うこと。 
９、これまでから当該施設の指定管理期間の延長を市役所職員や市
長にあて継続して切に要望してきたが、終期が近づいた今日に至る
まで明確な返答が無いこと。また、市では次年度の指定管理に関す
る行政判断と共に、予算編成時期を迎えていると思慮すること。 
10、私たちにとって、当該施設の行政目的がスポーツ振興から防災
対策に移行するまでの間は、現行の指定管理を継続受託することが
喫緊の課題であること。 
以上のような理由から、阿波地域住民自治協議会が指定管理を受

けている当該施設について、令和７年３月３１日を終期とする指定
管理を継続延長されるようお願い申し上げます。 

６  紹 介 議 員 
釜井  敏行、西條エリ子、西田  方計、北森  徹  

福岡  正康、上田  宗久  

７  付 託 委 員 会 総務常任委員会 


